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議事日程 平成26年３月14日 午後１時開会（開議） 

   日程第１  請願第１号 仮称西峰東西３号線道路整備について 

   日程第２  意見書案第１号 要支援者への保険給付の継続を求める意見書（案） 

   日程第３  意見書案第２号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を

                 促進するための法律の制定を求める意見書（案） 

   日程第４  委員長報告 報告第１号 予算特別委員会審査報告について 

   日程第５  討論・採決 

   日程第６  委員会の閉会中の所管事務調査の件について 

 

午後０時59分 開議 

○議長（中山五雄君） 

 皆さんこんにちは。ただいまの出席議員は10名でございます。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

      日程第１ 請願第１号 

○議長（中山五雄君） 

 日程第１．請願第１号 仮称西峰東西３号線道路整備について、これを議題といたします。 

 これから紹介議員より説明をお願いいたします。 

○６番（岡 光廣君） 

 皆さんこんにちは。ただいまより請願について申し述べますけれども、読み上げて説明に

かえさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

請願第１号 

平成26年１月28日 

請  願  書 

上峰町議会 議長 中山 五雄 様 

紹介議員 岡   光 廣 

件名  仮称西峰東西３号線道路整備について 

請願書の趣旨 

 日頃より下坊所地区の運営にご支援を賜り御礼申し上げます。 

 下坊所地区内の道路西峰東西２号線・４号線や西峰南北水路等に関しましても徐々に改善

されご尽力を賜り敬意を表します。西峰地区の畑作に目を向けますと西峰東西２号線４号線

は数年前に整備され関係農家の営農上、利便性が格段に向上することができました。 

 仮称西峰東西３号線は従前のまま幅２ｍ程度の未整備路線で道路側溝も整備されていない



ために、梅雨時には排水がうまくいかず農作物に湿害を受け全滅する状況も見られ、排水機

能確保が必要です。最近では農業生産法人元気もりもりファームが参入しており、仮称西峰

東西３号線の道幅が狭く軽トラック等の離合もできない状況であり、農作業に支障が生じて

います。また、この状況が続けば農業従事者の後継者不足等により耕作放棄地になる恐れが

あります。 

 下坊所地区としてもできる限りの協力をして参る所存ですので、農作業の効率化や生産性

の向上、将来の土地有効活用（宅地開発等）のためにも、道路、排水等の環境整備を進めて

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 地方自治法124条の規定により、下記の資料を添え、上記のとおり請願書を提出いたしま

す。 

記 

     １．請願者（地区役員及び地権者） 別紙 

     ２．３号線付近の地図及び写真 別紙 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ということで、なお、つけ加えておきますけれども、請願者につきましては、区長、宮原勝

祝さん初め、全役員の方が一応同意をされております。 

 それから、地権者につきましても、同意をとられておりますのでつけ加えて報告をしてお

きます。 

 以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 

○議長（中山五雄君） 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 ないようですので、お諮りいたします。 

 質疑の途中ですが、ただいまの請願第１号は振興常任委員会に付託の上、閉会中の継続審

査とすることにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 異議なしと認めます。よって、請願第１号は振興常任委員会に付託の上、閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。 

      日程第２ 意見書案第１号 

○議長（中山五雄君） 

 日程第２．意見書案第１号 要支援者への保険給付の継続を求める意見書（案）、これか

ら提出者より説明をお願いいたします。 



○４番（碇 勝征君） 

 こんにちは。私のほうから意見書案を提案申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

意見書案第１号 

上峰町議会議長 中 山 五 雄  様 

提出者 上峰町議会議員 碇   勝 征 

要支援者への保険給付の継続を求める意見書（案） 

 上記の意見書（案）を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 

平成26年３月14日 提出 

───────────────────────────── 

要支援者への保険給付の継続を求める意見書（案） 

 現在、厚生労働省の社会保障審議会の場に、介護保険制度の根幹にかかわる政府案が提案

されている。中でも「要支援者を介護保険制度の給付対象から外し、市町村の支援事業に委

ねる」との提案は、介護保険制度の理念を壊しかねない制度の変更であり、市町村の財政上

及び事務上の負担も軽視できないものと考える。 

 厚生労働省は、昨年11月14日に開催した社会保障審議会介護保険部会に、要支援者に対す

る予防給付のうち市町村事業に移すのは訪問介護、通所介護のみとし、訪問看護や訪問リハ

ビリなどは予防給付として継続することを提案した。しかし、訪問介護と通所介護は予防給

付の約90％を占めており、要支援外しの本質は変わっておらず、利用の抑制により重度化が

進み、保険財政の負担を増大させることが懸念される。 

 また、社会保障審議会介護保険部会においては、費用負担の見直しの中で、制度創設以来、

所得にかかわらず利用者負担を１割としていたものを、一定以上の所得のある者については、

２割の利用者負担とすることも併せて提案されている。このことは、負担増と給付抑制によ

る生活への不安をあおることにつながる。 

 誰もが老いても病んでも、安心して暮らすことができる社会の実現のため、下記のことに

ついて要望する。 

記 

１．要支援者を介護保険制度の給付対象から外さないこと。 

２．一定以上の所得がある人の利用者負担を２割に引き上げないこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成26年３月14日 

 佐賀県上峰町議会 

 内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

 衆 議 院 議 長 伊吹 文明 様 



 参 議 院 議 長 山崎 正昭 様 

 厚生労働大臣 田村 憲久 様 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上でございます。 

○議長（中山五雄君） 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 ないようですので、意見書案第１号の質疑を終結いたします。 

 これから意見書案第１号を採決いたします。 

 本案について賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、意見書案第１号は可決されました。 

      日程第３ 意見書案第２号 

○議長（中山五雄君） 

 日程第３．意見書案第２号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進す

るための法律の制定を求める意見書（案）、これから提出者より説明をお願いいたします。 

○４番（碇 勝征君） 

 私のほうから意見書を申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

意見書案第２号 

上峰町議会議長 中 山 五 雄 様 

提出者 上峰町議会議員 碇   勝 征 

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を 

促進するための法律の制定を求める意見書（案）   

 上記の意見書（案）を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 

平成26年３月14日 提出 

───────────────────────────── 

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を 

促進するための法律の制定を求める意見書（案）   

 容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律）は、

リサイクルのための分別収集・選別保管を税負担で行うことになっているため、上位法であ

る循環型社会形成推進基本法の３Ｒの優先順位に反して、リサイクル優先に偏っています。 



 このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、環境によいリユース容器が

激減し、リサイクルに適さない容器包装が使われているのが実態です。 

 根本的な問題は、自治体が税負担で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要

な総費用のうち約８割が製品価格に内部化されていないことにあります。このため、容器包

装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取組もうとするインセンティブ

（誘因）が働かず、ごみを減らそうと努力している住民には、負担のあり方について不公平

感が高まっています。 

 今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは急務で

あり、デポジット制度の導入をはじめとした事業者責任の強化が不可欠となっています。 

 よって、上峰町議会は、我が国の一日も早い持続可能な社会への転換を図るため、政府及

び国に対し、以下のとおり、容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進する

ための法律を制定することを強く求めます。 

記 

１．容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別

 収集・選別保管の費用について製品価格への内部化を進めること。 

２．レジ袋使用量を大幅に削減するため、有料化などの法制化について検討を進めること。 

３．２Ｒの環境教育を強化し、リユースを普及するため、学校牛乳のびん化が促進されるよ

 うに、様々な環境を整備すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

───────────────────────────── 

 平成26年３月14日 

佐賀県上峰町議会 

 内 閣 総 理 大 臣 安倍 晋三 様 

 衆 議 院 議 長 伊吹 文明 様 

 参 議 院 議 長 山崎 正昭 様 

 環 境 大 臣 石原 伸晃 様 

 内閣府特命担当大臣 森 まさこ 様 

（消費者及び食品安全） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上でございます。 

○議長（中山五雄君） 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 



 ないようですので、意見書案第２号の質疑を終結いたします。 

 これから意見書案第２号を採決いたします。 

 本案について賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、意見書案第２号は可決されました。 

      日程第４ 委員長報告 報告第１号 

○議長（中山五雄君） 

 日程第４．委員長報告、報告第１号 議案第23号 平成26年度上峰町一般会計予算、これ

を議題といたします。 

 本件につきましては、予算特別委員会委員長の報告を求めます。 

○予算特別委員長（林 眞敏君） 

 予算特別委員会審査報告を始めます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

報告第１号 

平成26年３月14日 

予算特別委員会審査報告書 

予算特別委員会     

委員長  林  眞 敏 

 平成26年２月28日の本会議において、本委員会に付託された議案第23号 平成26年度上峰

町一般会計予算について、３月３日、４日、５日の３日間にわたり委員会を開催し慎重に審

議いたしました。 

 質疑終結のあと直ちに採決を行った結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

 なお、審議の過程での主な意見及び要望は下記のとおりです。 

記 

（総務課） 

・各種選挙の投票率向上策を講じること 

・消防団員の確保については、行政においても対策を講じること 

・消防団員報酬は、近隣町並みに合わせること 

・小学校南側交差点における交通事故防止策を講じること 

・指定避難所の場所について、町民に周知すること 

（企画課） 

・ふるさと納税寄付金の申込件数が増えるように、謝礼の内容等を工夫すること 



・公用車廃車手数料は、購入費用に含めることができないか検討すること 

・鎮西山アスレチック広場の遊具については、利用者が快適に遊べるようにしておくこと 

・中の尾団地汚水処理場跡地の整地工事は、安価な方法を検討すること 

（振興課） 

・住宅使用料の収納率向上に努めること 

・坊所地区の変則五差路の改良を進めること 

・町道補修については、学校周辺の通学路を優先的に行うこと 

（農業委員会） 

・農業従事者への農業者年金加入を促進すること 

（健康福祉課） 

・社会福祉協議会運営補助金については、事業内容を精査のうえ交付すること 

・敬老会の祝い品及び演芸の内容充実を検討すること 

（住民課） 

・環境美化啓発の看板については、内容を工夫して設置すること 

・鳥栖・三養基西部環境施設組合の今後の方向性については、慎重審議するとともに、経過 

 を議会に報告すること 

・高速道路南（側道のり面）の不法投棄防止及び隣接民有地の有価物処理対策を講じること 

（教育課） 

・小・中学校校舎等改修工事は、授業に支障をきたさないよう長期休業中に行うこと 

・中学生の国際交流事業は、保護者負担をなくすよう検討すること 

・学校敷地への侵入者対策を講じること 

・県立高校のタブレット端末を活用した授業に対応できるよう、中学校において必要な環境 

 を整えること 

（生涯学習課） 

・成人式の記念品の拡充を検討すること 

・町民体育大会などの各種大会参加賞は、町内企業から購入するよう努めること 

（文化課） 

・埋蔵文化財発掘調査受託事業については、問題が生じないよう事務手続きを改善すること 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上、報告とさせていただきます。終わります。 

○議長（中山五雄君） 

 ただいま林眞敏委員長の報告が終わりました。 

 これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（中山五雄君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより議案第23号 平成26年度上峰町一般会計予算を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案のとおりに可決すべきものであります。 

 本案は委員長の報告どおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第23号は委員長の報告のとおり可決することに決定い

たしました。 

      日程第５ 討論・採決 

○議長（中山五雄君） 

 日程第５．討論・採決。 

 議案第１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 議案第２号 上峰町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の討論に入ります。討

論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 議案第３号 教育振興基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の討論に入

ります。討論はありませんか。 



    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５号 上峰町手数料徴収条例の一部を改正する条例の討論に入ります。討論はあり

ませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 議案第６号 上峰町老人保健福祉計画審議会設置条例を廃止する条例の討論に入ります。

討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 議案第７号 上峰町総合福祉計画審議会設置条例の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 



    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 議案第８号 上峰町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の討論に入

ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 議案第９号 上峰町農村婦人の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の討論

に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 議案第10号 上峰町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

 議案第11号 上峰町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の討論に入ります。討論は



ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 議案第12号 上峰町法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正する条例の討論に入り

ます。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

 議案第13号 上峰町都市公園条例の一部を改正する条例の討論に入ります。討論はありま

せんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 議案第14号 上峰町公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の討論に入

ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 



 これより議案第14号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

 議案第15号 上峰町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第15号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 議案第16号 上峰町歴史公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の討論に入

ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第16号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

 議案第17号 上峰町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例の討論に入ります。

討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第17号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 



 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

 議案第18号 上峰町立学校施設の使用に関する条例の一部を改正する条例の討論に入りま

す。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第18号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

 議案第24号 平成26年度上峰町国民健康保険特別会計予算の討論に入ります。討論はあり

ませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第24号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

 議案第25号 平成26年度上峰町後期高齢者医療特別会計予算の討論に入ります。討論はあ

りませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第25号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 議案第26号 平成26年度上峰町土地取得特別会計予算の討論に入ります。討論はありませ

んか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第26号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

 議案第27号 平成26年度上峰町農業集落排水特別会計予算の討論に入ります。討論はあり

ませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第27号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 

 議案第28号 三神地区環境事務組合規約の変更に係る協議についての討論に入ります。討

論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第28号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

 議案第29号 訴えの提起について討論に入ります。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第29号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 



○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

 議案第30号 上峰町議会委員会条例の一部を改正する条例の討論に入ります。討論はあり

ませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中山五雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第30号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

      日程第６ 委員会の閉会中の所管事務調査の件について 

○議長（中山五雄君） 

 日程第６．委員会の閉会中の所管事務調査の件についてを議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、各委員長から会議規則第73条の規定により所管事務の閉会中の継

続調査の申し出があっております。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに賛成の

皆さんの起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（中山五雄君） 

 起立全員であります。よって、本件につきましては、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。これをもって会議を閉じます。 

 平成26年第１回上峰町議会定例会を閉会いたします。 

 御協力大変ありがとうございました。大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

午後１時38分 閉会 
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